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議題

１．外国人労働者をめぐる国際情勢

２．育成就労制度とは

３．「技能実習」と「育成就労」の制度比較

４．日本語能力の要件について

５．特定技能制度について

６．今後の官公庁への提出書類について（改正行政書士法施行）
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１．外国人労働者をめぐる国際情勢

日本に在留する外国人は約396万人（2025年6月末）、外国人労働者数は約230万人（2024年

10月末）と共に過去最高を更新しています。すでに外国人は日本の経済社会を支える一員と

なっており、在留外国人の増加ペースは一段と加速しています。

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）諸国における外国人住民の比率平均は10％を超えているなか、

日本の総人口に占める在留外国人の割合は約3％にとどまります。他方で、在留外国人の増加

ペースは2024年には年間36万人の増加がみられました。加えて一部の基礎自治体では、すでに

外国人比率が10％を超える地域もみられます。
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１．外国人労働者をめぐる国際情勢

◆在留外国人の構成比の変化 国籍・地域別

ベトナム人は10年
で約5倍増加

インドネシア人は
10年で約7倍増加
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１．外国人労働者をめぐる国際情勢

◆在留外国人の構成比の変化 在留資格別

技能実習は10年で
約2.5倍増加

技能実習＋特定技能
は10年で約3.7倍増加
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１．外国人労働者をめぐる国際情勢

◆主要先進国平均年収

国際比較で賃金水準を
みると、日本はＧ７の
中で最下位であり、Ｏ
ＥＣＤ平均よりも低い
こともあり、魅力度の
低下につながっている
可能性がある。
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１．外国人労働者をめぐる国際情勢

キルキス・タジキスタ
ンでは特定技能の二国
間協定が締結され、東
ティモールでは技能実
習でパイロットケース
的に送出しが始まる。

フィジーも技能実習で
二国間協定を締結。
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１．外国人労働者をめぐる国際情勢

現在の日本は、海外就労を希望する若者から魅力ある国と映っているだろうか。前ページの

図のように賃金体系の安い国を追いかけ続ける事が正解なのでしょうか。

日本（日本企業）が有為な人材から「選ばれる国」「選ばれる企業」となるためには労働者

の満足度向上、就労環境の改善等が不可欠であります。報酬水準の引き上げも含めた処遇体系

や福利厚生制度の見直し、現場における多言語対応等のインフラや労働安全環境の整備等が求

められます。
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人材流出を防ぐための「選ばれる企業」になる



２．育成就労制度とは

育成就労制度とは、従来の技能実習に代わる制度として創設された新しい外国人材の受入制

度です。この新制度は、人手不足に悩む日本国内の企業に外国人材が安定して就労・定着する

よう促すことを目的としています。

育成就労制度では、外国人材が専門的なスキルを身につけながら原則３年間就労し、最終的

にはより高度な特定技能の在留資格に移行して最終的に日本で働いてもらうことを目指します。

技能実習制度が「国際貢献・技術移転」というように教育を前面に出していたのに対し、育

成就労制度では外国人のキャリア形成を重視する点が大きな違いです。
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２．育成就労制度とは

◆育成就労制度に期待されるメリット・デメリット

【メリット】

・日本語能力の高い人材を受け入れられる

・長期的な人材の育成と確保ができる

【デメリット】

・人材流出リスクが高くなる

・育成コストとサポートの負担がある

・制度導入・運用のためのコストが増加する
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３．「技能実習」と「育成就労」の制度比較
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３．「技能実習」と「育成就労」の制度比較
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◆技能実習制度からの変更点

・育成就労制度は原則3年間（技能実習は1号・2号・3号合計で最大5年間）

・育成就労対象の職種は育成就労産業分野（17分野）※育成就労制度資料参照

・業務区分の業務の中で必須作業は就労時間全体の1/3以上(技能実習は1/2以上）

・受入人数枠が実施者が優良で約2倍、監理支援機関と実施者が共に有料で約3倍の受入可能

・日本語要件 育成就労の開始までにＡ１相当、育成就労の終了までにＡ２相当が必要

※４．日本語能力の要件について 参照

・育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員はそれぞれの講習の受講義務あり

・労働者の離職に関する要件あり

・分野別協議会等への加入が必要



３．「技能実習」と「育成就労」の制度比較
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◆技能実習制度からの変更点

・育成就労計画は3年分を認定申請することができる（技能実習は1号、2号の申請必要）

・外国人が送出機関に支払った費用の額が、報酬月額の2倍を超えてはならない

・要件を満たせば本人希望による転籍が可能（飲食料品製造は原則2年を超えてから）

1年を超える転籍制限を選択した場合は、昇給その他分野ごとに定める待遇向上が必要

・監理支援機関に係る要件の厳粛化

・育成就労から特定技能へ在留資格変更する際は、技能試験・日本語能力(Ａ２）両方が必要

・妊娠・出産等の特別な事情により就労出来ない期間は別途考慮される

・入国後講習176時間⇒110時間となり、入国後1か月後の配属が約3週間へ短縮

※入国前講習160時間行われており、Ｎ5相当の日本語能力(証明)を有している前提



３．「技能実習」と「育成就労」の制度比較
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◆制度変更までの注意点

・監理支援機関の認可取得が必要 ⇒ 4/15から申請可能だが、MOC等が追いつかない可能性

・技能実習面接は10月～11月が最終と考えてください

・育成就労面接は10月以降開始と考えてください

・2027年4月までに技能実習2年を修了していない実習生は3号への申請は不可です

・組合の定款変更を行います（組合員のためにする育成就労外国人協同受入事業 等の追加）

・受入国について、MOC（二国間協定）を作成した国から行うが、遅れている様子

・送出機関の再選定（政府認定、教育体制、コスト、外国人の負担額、失踪率等精査必要）

・養成講習の受講（責任者、指導員、相談員）

・協定書の作成と再締結



３．「技能実習」と「育成就労」の制度比較
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◆コスト面の懸念

例）ベトナム

現在、送出機関で実習生から徴収できる金額 ⇒ 3,600ドル（約55万円）

徴収金額は求人、面接、書類作成、教育費に係る費用

育成就労制度では、賃金の2倍までしか徴収できない

求人の賃金が18万円であれば、倍の36万円までしか徴収できなくなる⇒差額19万円発生

送出し国では教育（日本語の習得）Ａ１等の負担が増えるのに、徴収金額が減る

教育水準を落とすわけにもいかず差額は企業負担になる（送出管理費5,000円⇒10,000円等）



４．日本語能力の要件について
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Ａ2.2 とは
日本語教育参照枠Ａ2
相当のレベル

Ａ2.1 とは
日本語教育参照枠Ａ1に
到達し、かつＡ2.2に向

かって学習が進展して
いるレベル



４．日本語能力の要件について
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・認定日本語教育機関とは ・登録日本語教員とは

日本語教師は2024年4月から国家資格「登

録日本語教員」になり、「認定日本語教育
機関」で日本語教師をするには資格取得が
必須。

文部科学大臣の認定を受け、日
本語教育の質が国の基準を満た
す教育機関です。



４．日本語能力の要件について
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入国前講習

送出機関等から候補者
へ講習

入国後講習

監理支援機関等から外
国人へ講習

就労中

育成就労実施者から外
国人へＡ２目標講習の
受講機会を提供

現在、組合で考えている案は下記の通り
入国前：送出機関で母国でＡ１の取得後日本へ入国
入国後～育成就労2年：JLPTもしくはJFT-BASICでA２の取得を目指す
上記期間で未修得：2週間(100時間)の授業（研修センターで合宿）



５．特定技能について

2025年11月末現在で、特定技能1号在留外国人数は375,044人、特定技能2号在留外国人は

6,744人という状況です。1号は昨年比132％伸、2号は815％伸とどちらも大きく伸長している

のが分かります。

技能実習を取り扱う監理団体の登録数が約4,000団体に対し、特定技能を取り扱う登録支援

機関は10,500団体を超えています。

国内（自社）での技能実習からの移行、他社からの国内移行、海外からの新規採用、様々な

採用方法により日本で働く外国人が増加している状況です。

育成就労、特定技能をどのように活用し、どのような管理体制にしていくのかをしっかりと

見直さなければなりません。
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５．特定技能について
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関東・東海・関西エ
リアの比重が高く、
賃金が高いエリアへ
の流出が目立つ

飲食料品製造職種の
人気が高く、上限数
に一番早く到達する
職種となる見込み



５．特定技能について
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北陸3県は転入より
転出がかなり多い



５．特定技能について

◆外国人就労者数の上限設定

・特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人 

計123万1,900人（令和11年３月末まで）
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５．特定技能について

◆飲食料品製造職種において

分野全体でみれば、外国人数は上限の63％消化率であるが、飲食料品製造分野に関しては86％の消化率

であり、全分野で一番早く上限数を迎えると予測される。

育成就労と特定技能、それぞれのメリット・デメリットを把握し、どのような組合せ（割合）で採用を

行っていくのかをしっかりと企業内で検討する必要がある。
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５．特定技能について

◆特定技能2号について
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特定技能2号に移行したい者が
年々増加しております。

各分野において条件は違います
が、まずはしっかりと自社のプ
ラン（どういった人物を求めて
いるのか、待遇は、給与は）を
提示し、早めに試験資格を有す
る状態に持っていきましょう。

遅くなれば試験を受ける機会を
提供できなくなることも考えら
れます。



６．今後の官公庁への提出書類について

◆今回のポイント

①無資格者による有償での入管提出書類作成が禁止される

②違法な書類作成を行った個人だけでなく、所属する法人も処罰対象

改正前においても、行政書士でない者（登録支援機関等）が業として

官公庁に提出する書類を作成することは許されていなかった

手数料・コンサル料等どのような名目であれ、報酬を得て作成することは違法

※改正前から違法だったことが明確化された
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６．今後の官公庁への提出書類について

◆登録支援機関の業として出来なくなること

・官公庁へ提出する書類の有償作成（在留資格関係書類、各種随時届出書）

・名目を変えた実質的な作成行為（「手数料」「コンサルタント料」の名目

での有償作成）

◆登録支援機関の業として継続可能なこと

・情報収集

・必要書類の案内

・官公庁への取次ぎ

・書類作成のアドバイス
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６．今後の官公庁への提出書類について

27

特定技能所属機関

もしくは

本人が作成

メリット

・コスト低

・社内完結できる

懸念点

・作成負担が大きい

・専門知識が必要

・法改正への継続的な対応

行政書士

もしくは

弁護士へ依頼

メリット

・法令適合性の確保

・手続き負担の軽減

懸念点

・コスト高

・官公庁提出までに時間を

要する場合がある

システム

RAKUVISA等の

活用

メリット

・登録支援機関が情報収集

で支援できる

・進捗管理が容易

懸念点

・法改正が即反映されない

可能性あり



６．今後の官公庁への提出書類について

育成就労・特定技能は最大3年での申請が可能であり、上記は最大で申請した場合を想定
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随時届出：失踪、帰国、役員変更、賃金変更等
定期届出：年間の特定技能外国人の勤怠・賃金状況報告等

在留期間更新



６．今後の官公庁への提出書類について
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特定技能移行時の事前ガイダンスに関
しては弊組合にて無料支援いたします。

システム使用時は、依頼する行政書士
によって報酬が変わりますので、一定
金額ではございません。

日本に在留する外国人が在留資格を変
更したり、在留期間を更新したりする
ときにかかる手数料の上限額を現行の
1万円から10万円に引き上げるとしまし
た(3/10閣議決定）。

これによって収入印紙代が大幅に値上
げされる予測です。
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